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【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年８月９日

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　出川　昌人

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

【事務連絡者氏名】 加藤　淳一郎

【電話番号】 03－6703－4935

【届出の対象とした募集内国投資信託受

益証券に係るファンドの名称】

i-mizuhoオーストラリア債券インデックス

　

【届出の対象とした募集内国投資信託受

益証券の金額】

当初申込期間：　100億円を上限とします。

継続申込期間：　5,000億円を上限とします。

　

　

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

　

（注）本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表

示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部【証券情報】
　

（１）【ファンドの名称】

i-mizuhoオーストラリア債券インデックス

（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）

　

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は、１口当り１円です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の

適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（

以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）

。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当

該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態は

ありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され

た信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ

ん。

　

（３）【発行（売出）価額の総額】

①　当初申込期間：100億円を上限とします。

②　継続申込期間：5,000億円を上限とします。

※上限額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場合があ

ります。

　

（４）【発行（売出）価格】

①　当初申込期間：１口当り１円

②　継続申込期間：購入受付日の翌営業日の基準価額とします。

　

基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：　03－6703－4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）

ホームページアドレス：　http://www.blackrock.co.jp

　

（５）【申込手数料】

購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）はありません。
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（６）【申込単位】

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き

後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入の申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社によ

り異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

　

（７）【申込期間】

①　当初申込期間：平成25年９月９日から平成25年９月11日まで

②　継続申込期間：平成25年９月12日から平成26年11月４日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

　

（８）【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせくだ

さい。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03－6703－4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp

　

（９）【払込期日】

①　当初申込期間（平成25年９月９日から平成25年９月11日まで）

受益権の取得申込者は、平成25年９月11日（当初申込期間最終日）までに、購入代金（発行価

格に購入口数を乗じた金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。

発行価額の総額は、販売会社によって信託設定日（平成25年９月12日）に委託会社の指定す

る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

　

②　継続申込期間（平成25年９月12日から平成26年11月４日まで）

受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額

に購入口数を乗じた金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる

日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

　

（１０）【払込取扱場所】

上記「（８）申込取扱場所」で払い込みください。

　

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
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（１２）【その他】

①　購入代金の利息

購入代金には利息をつけません。

　

②　日本以外の地域における発行

行いません。

　

③　購入不可日

以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けま

せん。詳細は販売会社にお問い合わせください。

・オーストラリア証券取引所の休場日

・シドニーの銀行の休業日

　

④　振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

　

（参考）

◆投資信託振替制度とは、

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま

す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　「i-mizuhoオーストラリア債券インデックス」（以下「当ファンド」または「ファンド」とい

う場合があります。）は、豪ドル建て債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

　

②　当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／海外／債券／インデックス型に属して

います。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該

当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

　

＜商品分類表＞

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 補足分類

単位型投信

追加型投信

国内

海外

内外

株式

債券

不動産投信

その他資産（　　　　）

資産複合

インデックス型

　

＜属性区分表＞

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス　
株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

クレジット属性

不動産投信

その他資産

（　　　　　）

資産複合

　資産配分固定型

　資産配分変更型

年１回

年２回

年４回

年６回（隔月）

年12回（毎月）

日々

その他

グローバル

（　　　　）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東（中東）

エマージング

あり

（　　　）

なし

日経225　

　

ＴＯＰＩＸ　

　

その他＊

　

＊（ＵＢＳオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース））

　

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 5/73



＜各分類および区分の定義＞

Ⅰ．商品分類

単位型投信・追加型投

信の区分

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の

信託財産とともに運用されるファンドをいう。

投資対象地域による区

分

海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収

益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

投資対象資産による区

分

債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収

益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果

を目指す旨の記載があるものをいう。

　

Ⅱ．属性区分

投資対象資産による属

性区分

債券・一般 目論見書または投資信託約款において、主として債券に投資する旨

の記載があるものであって、公債、社債、その他債券属性にあてはま

らないものをいう。

決算頻度による属性区

分

年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が

あるものをいう。

投資対象地域による属

性区分

オセアニア

　

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が

オセアニア地域を源泉とする旨の記載があるものをいう。

為替ヘッジによる属性

区分

為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨

の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものを

いう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッ

ジの有無をいう。

インデックスファンド

における対象インデッ

クスによる属性区分

その他 日経225およびＴＯＰＩＸに当てはまらない全てのものをいう。

　

上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記

以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（

http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

　

③　信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更

することができます。

※信託金限度額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場
合があります。

　

④　ファンドの特色

ａ．当ファンドは、豪ドル建て債券等（国債、社債等）を主要投資対象として、豪ドル建て債券市

場を代表する指数であるＵＢＳオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）
＊

に連動する運用成果を目指します。

　＊ＵＢＳオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）は委託会社がＵＢＳオーストラリア債券
（総合）インデックスに為替（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行仲値）を乗じて算出したものです。 
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■　連動を目指す対象指数（ベンチマーク）の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品

性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

※　上記のベンチマークは本書作成時現在のものであり、将来、上記の決定方針に基づき変更となる場合があ

ります。

　

■　効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ブラックロッ

ク・グループが運用するＥＴＦ等）への投資を行う場合があります。

　

■　対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用する場合があります。

　

■　有価証券の貸付を行う場合があります。その場合、運用の委託先としてブラックロック・イ

ンスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に有価証券の貸付の指図

に関する権限の全部または一部を委託します。

　

ｂ．ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（投資顧

問会社）に外国有価証券等の運用に関する権限を委託します。

　

ｃ．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

　

ｄ．運用プロセス（ブラックロックのインデックス運用のプロセス）

　

　

ファンドの仕組み
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■「ＵＢＳオーストラリア債券（総合）インデックス」の著作権等について

UBSオーストラリア債券(総合)インデックス (以下「当該インデックス」という) は、UBS AG

オーストラリア支店が独占使用権を持つインデックスです。このインデックスまたはその名称

を使用する場合は、UBS AG オーストラリア支店の同意を得なければなりません。UBS AG は、当

ファンド およびこの商品開示文書に関連して、我々が当該インデックスを使用し、またそれを

参照することに合意しています。但し、当ファンドはUBS AG によって支持、保証、販売または販

売促進されるものではありません。UBS AG は、当該インデックスの使用で得られる結果に関し

て、または特定の日またはその他の日における当該インデックスの数値あるいはレベルに関し

て、明示か黙示かを問わずいかなる形の質的保証や表明または物的保証も行いません。また UBS

AG は、当該インデックスの計算方法の修正または変更に関していかなる保証もしておらず、当

インデックスの計算、発表、および配布を継続することに関していかなる義務も負いません。さ

らに UBS AG はいかなる者に対しても、当該インデックスおよびその計算またはそれに関する

情報の正確性や完全性を質的保証や表明または物的保証をしておらず、当インデックスに関し

ては種類の如何を問わず一切の質的保証や表明あるいは物的保証が与えられておらず暗示され

てもいません。当該インデックスを計算し編集するプロセスと基準、および関連する数式、採用

する指標と要因などは、UBS AG によりいつでも通知なしに変更または改定されることがありま

す。当ファンドに関連して我々またはその他の者が行った当該インデックスの使用および/また

は参照に関して、または当該インデックスの計算過程において生じた不正確性、欠落、誤りまた

はエラーに関して、またはその結果として我々あるいは当ファンドの投資家あるいは当ファン

ドと取引を行うその他の者が直接的または間接的に被るかもしれない経済的損失やその他の損

失、あるいは当ファンドと取引を行う投資家あるいはその他の者によるUBS AG（その子会社お

よび関係会社を含む）へのいかなる請求、訴訟または訴訟手続きに対して、UBS AGは （過失そ

の他理由の如何を問わず）いかなる責任も債務も受け入れません（そしてUBS AG は我々また

はあらゆる投資家を含めいかなる者に対してもそこに含まれた誤りを通知する義務を負いませ

ん）。当ファンドと取引する投資家またはその他の者は、この免責事項を充分に承知の上で取引

を行うものであり、いかなる形であってもUBS AG を当てにすることはできません。 いかなる 

UBS AG 事業体も、当ファンドのいかなる投資家やその他の者の代行をしておらず、またそれら

の者に対する注意義務や忠実義務を受け入れるものではありません。 関連する各UBS AG 事業

体は、当ファンドの投資家に与える結果を考慮することなく、その利益を守るために必要または

適切と考える訴訟および措置を行いませす。UBS AG 事業体はいつでも、発行者、当ファンド、ま

たはそれを構成する債務証券に関して、当ファンドの投資家が入手できないような情報を保有

することがあります。UBS AG 事業体は、このような情報を投資家に開示するいかなる義務も負

いません。UBS AG は、当該インデックスの計算に含めるまたは使用する情報をUBS AG が信用で

きると考えるソースから入手するが、UBS AG はそれらの情報を独自に検証することはせず、し

たがって当該インデックスあるいはそこに含まれているデータの正確性および/または完全性

については保証しません。UBS AG は、当インデックスのエラーに関して（それが過失によるも

のか否かを問わず）、いかなる者にも責任を負わず、またUBS AGは、そこに含まれたエラーをい

かなる者にも通知する義務を負いません。当該インデックスに関係するいかなる金融商品（当

ファンドを含む）もUBS AGが支持、保証、販売または販売推奨するものではありません。した

がってUBS AG は許諾権利に関し、(a) 金融商品に関する購入あるいは負担するいかなるリスク

の妥当性について、(b) 特定の日時における当該インデックスのレベルについて、(c) 金融商品

の発行者または債務者または金融商品の投資家またはその他の者や事業体が、当インデックス

あるいはそこに含まれたデータを使用して得た結果について、またはその他の使用やその他の

事柄に関して、明示か黙示かを問わずいかなる表明も保証も行いません。UBS AG は、当インデッ

クスあるいはそこに含まれたデータに関し、特定の目的に対する商品性あるいは適性について

は明示か黙示かを問わずいかなる表明も質的保証も行いません。上記のいかなることも制限す

ることなく、直接損額、間接損害、特別損害賠償、懲罰的損害賠償、派生損害、またはその他の損害

（逸失利益を含む）に関しては、たとえそのような損害が発生する可能性があることを通知さ

れていたとしても、UBS AGはいかなる場合であってもいかなる者に対しても（過失その他理由

の如何を問わず）一切責任を負いません。疑義を避けるため付言すると、この免責事項は投資家

とその他の者、およびUBS AG との間の契約関係あるいは準契約的関係を生み出すものではな

く、そのような関係が生み出されたと解釈してはなりません。 
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（２）【ファンドの沿革】

　

平成25年９月12日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

　

（３）【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み
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＜契約等の概要＞

ａ．「証券投資信託契約」

ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託

会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。

　

ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配

金および換金代金の支払、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。

　

ｃ．「信託財産の運用指図権限委託契約」　

　投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容等について規定して

います。

　

ｄ．「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」

有価証券貸付代理人への有価証券貸付にかかる指図権限の委託ならびに当該業務内容等につい

て規定しています。

　

＜委託会社の概況＞

平成25年５月末現在の委託会社の概況は、以下の通りです。

ａ．資本金　　　　2,435百万円

　

ｂ．沿革

1985年１月メリルリンチ投資顧問株式会社

（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立

1987年３月　証券投資顧問業者として登録

1987年６月　投資一任業務認可を取得

1997年12月　投資信託委託業務免許を取得

1988年３月バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社

（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立

1988年６月　証券投資顧問業者として登録

1989年１月　投資一任業務認可を取得

1998年３月　投資信託委託業務免許を取得

1999年４月野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社

（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立

1999年６月　証券投資顧問業者として登録

1999年８月　投資一任業務認可を取得

2006年10月メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」

2009年12月バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
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ｃ．大株主の状況

株主名 住所
所有
株式数

所有比率

ブラックロック・ジャパン・ホール
ディングス合同会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 10,158株 100％
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

①　豪ドル建て債券市場を代表する指数（ＵＢＳオーストラリア債券（総合）インデックス（円換

算ベース））に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファ

ンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

　

②　効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資

を行う場合があります。

　

③　対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投

資比率（組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の

売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合が

あります。

　

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

　　

⑤　ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（BlackRock

　Investment Management （Australia） Limited）に外国有価証券等の運用に関する権限を委託

します。

　

⑥　ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．

（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全

部または一部を委託します。

　

⑦　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

　

（２）【投資対象】

ａ．投資対象とする資産の種類

　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投

資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第２条第１項で定めるものを

いいます。以下同じ。）とします。

(a）有価証券

(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款

に定めるものに限ります。）

(c）金銭債権（(a)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

(d）約束手形

　

ｂ．投資対象とする有価証券

委託会社は信託金を主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。　

(a）株券または新株引受権証書

(b）国債証券
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(c）地方債証券

(d）特別の法律により法人の発行する債券

(e）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

(f）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

ます。）

(g）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６

号で定めるものをいいます。）

(h）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。）

(i）資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含む。以下

同じ。）

(j）コマーシャル・ペーパー

(k）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お

よび新株予約権証券

(l）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す

るもの

(m）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも

のをいいます。）

(n）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号

で定めるものをいいます。）

(o）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。）

(p）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの

をいい、有価証券に係るものに限ります。）

(q）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

(r）外国法人が発行する譲渡性預金証書

(s）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。）

(t）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

(u）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に表示されるべきもの

(v）外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券

または証書のうち(b)から(f)までの証券の性質を有するもの、および(n)のうち投資法人債券を

以下「公社債」といい、(m)の証券および(n)の証券（投資法人債券を除く）を以下「投資信託

証券」　といいます。
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ｃ．投資対象とする金融商品

ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めると

きには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用を指図することができます。

(a）預金

(b）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

(c）コール・ローン

(d）手形割引市場において売買される手形

(e）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

(f）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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（３）【運用体制】

①　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

　

②　ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

社内には内部監査を担当する部門、ファンドのリスク状況等をモニターし関連部署にフィード

バックする部門により、本来目的としている運用が行われているか確認する組織、機能が確立して

います。また、グループ企業に外部委託している場合においても、日次でポートフォリオ・モニタ

リングのデータを外部委託先より入手、またリスク管理を担当する部門が定期的に外部委託先の

同部門と情報交換し、ファンドの運用状況を把握すると共に、必要な対応を図れる体制を構築して

います。

　

③　当ファンドは、外国有価証券等にかかる運用指図に関する権限をブラックロック・インベストメ

ント・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託しており、その定量債券運用担当チー

ム（約３名程度）によって運用されています。

　

ブラックロックの定量債券運用スタイルの特徴

・特色ある投資哲学

当運用は「投資は科学である」という運用哲学に基づき、個人の恣意性が極力排除された独自

開発の計量モデル主導の運用であるため、一貫性、透明性、客観性、再現性に優れた投資判断が可

能となっています。 

「リターン」「リスク」「コスト」を包括的に管理する「トータル・パフォーマンス・マネジ

メント」を提唱し、常にリターン、リスク、コストの最適バランスを考え、投資効率を最大化する

ことを投資の最終目的としています。 　

　

・ブラックロック独自のリサーチ

ブラックロック独自のリサーチへのこだわりは、ブラックロック定量債券運用の根幹をなすも

のです。ブラックロックのリサーチは、最新のＩＴを駆使して債券運用における投資判断に重要

な役割を果たします。また、海外の拠点にモデルや分析ツールの開発を行う専門家を多数配して

います。　

　

・テクノロジー　

統合トレード・プロセシング・システムやリスク分析システムなど、ブラックロックでは高度

なＩＴがいたるところに活用されています。ブラックロック独自のシステムは、体系的にかつ一

貫性をもった形で大量の情報データを処理することが可能であり、広大な債券市場の中から投

資機会を早急にかつ効率的に見つけることに役立っています。

　

・リスク・コントロール

ブラックロックのリスク・マネジメント・システムは、ポートフォリオ・マネジャーがポート

フォリオのリスクを詳細に把握し、急激な市場変動時においても即座にポートフォリオを修正

することを可能としています。

　

・取引コストの管理
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ブラックロックは、トレーディング専門チームを置き、取引コストの低減にも多大な注意を払っ

ています。

　
※　運用体制は、変更となる場合があります。

　

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約3.94兆ドル
＊
（約370兆円）を持つ世界最大級の

独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジ

メントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関

投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイ

ザリー・サービスの提供を行っております。

＊　2013年３月末現在。（円換算レートは１ドル＝94.02円を使用）

　

（４）【分配方針】

①　収益分配方針

年１回の毎決算時（８月２日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、

分配を行います。

ａ．分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越

欠損補填後、評価損益を含みます。）等の全額とします。 

　

ｂ．分配対象収益についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況

動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額につ

いて保証するものではありません。

　

ｃ．留保益の運用方針

留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用

を行います。

　

②　収益の分配

ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

(a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除し

た額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費（消費税に相当する金額および地方消費税に

相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬

（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した後、その残額を投資者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立

てることができます。
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(b）売買損益に評価損益を加算した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費および信託

報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額

を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金と

して積み立てることができます。

　

ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

　

③　収益分配金の支払い

ａ．支払時期と支払場所

(a）一般コースの場合

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、

毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお

支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。

(b）累積投資コースの場合

累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、

原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、

販売会社は投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行いま

す。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

　

ｂ．時効

投資者が、ａ．(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行わない場合はその権利を

失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

　

（５）【投資制限】

①　当ファンドの約款で定める投資制限

ａ．投資する株式等の範囲

(a）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商

品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に

おいて取引されている株式の発行会社の発行するもの、その他投資信託協会の規則により投

資することが認められているものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得

する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(b）(a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券

で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が

投資することを指図することができるものとします。

　

ｂ．投資する株式への投資比率の制限

株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

　

ｃ．同一銘柄の株式等への投資制限

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

　

ｄ．新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
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新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総

額の20％以下とします。

　

ｅ．外貨建資産への投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

　

ｆ．上場投資信託証券への投資制限

上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

　

ｇ．同一銘柄の上場投資信託証券への投資制限

同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

　

ｈ．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認めら

れる場合には、制約されることがあります。

　

ｉ．投資する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資制限

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以下とします。

　

ｊ．信用取引の指図範囲

(a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること

の指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは

買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b）(a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内とします。

(c）信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付

けの一部を決済するための指図をするものとします。
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ｋ．先物取引等の運用指図

(a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた

め、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３

号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第

３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条

第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と

類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含

めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

(b）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた

め、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る

先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

(c）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた

め、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引

所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

　

ｌ．スワップ取引の運用指図

(a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取

金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）

を行うことの指図をすることができます。

(b）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限

りではありません。

(c）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。

(d）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

　

ｍ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図

(a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため金利先渡取引、為替先渡取引および直物

為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

(b）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全

部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提

供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし

ます。

　

ｎ．有価証券の貸付の指図

(a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付の指

図をすることができます。

イ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
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時価合計額を超えないものとします。

ロ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産

で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。 

(b）(a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも

のとします。

　

ｏ．公社債の空売りの指図範囲

(a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済

については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻

しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b）(a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額

の範囲内とします。

(c）信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り

付けの一部を決済するための指図をするものとします。

　

ｐ．公社債の借入れ

(a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで

きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の

提供の指図を行うものとします。

(b）(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行

うものとします。

(c）信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ

た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(d）(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

　

ｑ．外国為替予約の指図および範囲

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国

為替の売買の予約を指図することができます。
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ｒ．資金の借入れ

(a）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払

資金の手当て（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を

目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

(b）換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日

以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および

有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日

における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

(c）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(d）借入金の利息は信託財産中より支弁します。

　

②　投信法等関係法令で定める投資制限

ａ．デリバティブ取引の制限

委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め

た合理的な方法により算出した額が、当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合

において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券若しくは証書

に係る取引および選択権付債券売買を含む）を行い、または継続することを内容とした運用を

行わないものとする。

　

ｂ．同一の法人の発行する株式

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとなる

場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

(a）委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

(b）当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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３【投資リスク】

(1）投資リスク

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けま

す。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当

ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当

ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

　

①　基準価額の変動要因

ａ．金利変動リスク

債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落

し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与

えます。

　

ｂ．信用リスク

債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあり

ます。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与

えます。

また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、当ファンドの運用成果に影

響を与えます。

　

ｃ．為替変動リスク

主として外貨建資産に投資します。原則として、外貨建資産に対して為替ヘッジを行いません

ので、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。 

　

ｄ．カントリー・リスク

海外の有価証券に投資をします。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因によ

り、有価証券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えま

す。

　

ｅ．デリバティブ取引のリスク

先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手

法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等

の変動による影響からファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コ

ストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず

用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
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②　ベンチマークとする指数に関する留意点

ａ．ベンチマークと基準価額の乖離要因

ファンドは、基準価額がベンチマークの動きと高位に連動することを目指しますが、主として

ファンドの信託報酬、ファンドの取引費用、ファンドの組入銘柄とベンチマーク採用銘柄の相違

等の要因があるため、ベンチマークと一致した推移をすることを運用上約束するものではあり

ません。

　

ｂ．指数に関するリスク

当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果

を目指しますが、指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていま

せん。指数提供者は、指数の構成銘柄および計算方法等について開示していますが、指数に関す

るデータの品質、正確性または完全性について責任を負うものではなく、また、指数が開示され

た計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありません。当ファンドは、提供され

た指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提供者のエ

ラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性

に関するエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能

性があります。指数提供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属し

ます。たとえば、指数に誤った構成銘柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当

ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エクスポージャーを有することとなる一

方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このように、指数の誤りは

ファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤りを修

正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整

が行われる場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負

担することになります。予定していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に

正確に連動できないリスク（トラッキング・エラーのリスク）にさらされる可能性がありま

す。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランスは、当ファンドにかかる費用

とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。

　　

③　ファンド運営上のリスク

ａ．上場投資信託証券への投資に関する留意点

金融商品取引所等に上場している投資信託証券（上場投資信託証券）を購入あるいは売却し

ようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能等

になることがあります。この場合にはファンドの運用成果に影響を与えることが考えられます。

　

ｂ．購入および換金の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得

ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この

場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
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ｃ．ファンドの繰上償還

当ファンドは、換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者の

ため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも

ファンドを償還させる場合があります。

　

ｄ．法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

　

ｅ．収益分配金に関する留意点

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ

れると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売

買益）を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当

該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ

て下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの

収益率を示すものではありません。

投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻し

に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のこ

とで、投資者毎に異なります。

　

(2）リスクの管理体制

委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っており

ます。具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資

制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していること

を確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。

また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

　
※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）はありません。

　

（２）【換金（解約）手数料】

①　換金手数料

ありません。

　

②　信託財産留保額

ありません。

　

（３）【信託報酬等】

①　信託報酬の総額

ファンドの実質的な信託報酬（ａ＋ｂ）は、信託財産の純資産総額に対して年0.5985％（税抜

0.57％）程度となります。

　

ａ．当ファンドの信託報酬

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5985％（税抜0.57％）以内の率を乗じ

て得た額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

　
　 委託会社 販売会社 受託会社 合計

信託財産の純資産総額に
対して

年0.2835％以内
（税抜0.27％以内）

年0.2835％
（税抜0.27％）

年0.0315％
（税抜0.03％）

年0.5985％以内
（税抜0.57％以内）

※信託報酬の料率は、毎月の運用状況（投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬率）に応じて、約款に規定

される所定の方法により決定されます。

※委託会社の報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。　

　

ｂ．投資する上場投資信託証券に係る報酬等

上場投資信託証券に投資する場合、投資する上場投資信託証券において報酬等がかかること

がありますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示す

ることができません。

※報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。

　

②　信託報酬の支払時期と支払方法等

信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末

または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信

託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対

して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

　

※　なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
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（４）【その他の手数料等】

①　信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、

当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

　

②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利

息、信託財産の管理・運営に係る諸費用（信託財産の財務諸表の監査費用等ならびに当該費用に

係る消費税等相当額を含みます。）（以下「諸経費」といいます。）は、投資者の負担とし、信託財

産中から支弁します。

　

③　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（消費税等相当額を含みま

す。）、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用等は信託財

産中より支弁します。

　

④　投資する上場投資信託証券に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途当該上場投資

信託証券から支払われます。

　

⑤　有価証券の貸付を行った場合、ファンドの収益となる品貸料に50％を乗じて得た額が報酬として

ファンドから運用の委託先等に支払われます。

　

（５）【課税上の取扱い】

日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなり

ます。

①　個別元本方式について

ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれ

ません。）が当該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。

　

ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を

行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

　

ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出

が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該

支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

　

ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。）

　

②　換金時および償還時の課税について

ａ．個人の投資者の場合

換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。

　

ｂ．法人の投資者の場合

換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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③　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「元本払戻金（特別分配金）」（投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま

す。

投資者が収益分配金を受け取る際、ａ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別

元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額

が普通分配金となり、ｂ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回って

いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該

元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本

から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

　

④　個人、法人の課税の取扱いについて

ａ．個人の投資者に対する課税

(a）収益分配金の課税について

［平成25年１月１日から平成25年12月31日までの間］

支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得とし

て、10.147％（所得税7.147％、地方税３％）の税率による源泉徴収が行われます。原則とし

て、申告は不要です。

また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（10.147％

（所得税7.147％および地方税３％））のいずれかを選択することができます。

　

［平成26年１月１日以降］

支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得とし

て、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。原則とし

て、申告は不要です。

また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（

所得税15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。

　

(b）換金時および償還時の差益の課税について

［平成25年１月１日から平成25年12月31日までの間］

換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および

当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として

課税対象（譲渡所得等）となり、10.147％（所得税7.147％、地方税３％）の税率による申告

分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利

用が可能な場合があります。

　

［平成26年１月１日以降］

換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および

当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として

課税対象（譲渡所得等）となり、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告
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分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利

用が可能な場合があります。

　

換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等

の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）

との損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。また、換金時および償

還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。

　
※ 平成26年１月１日以降、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳ

Ａをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得お

よび譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座

を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般

口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ

さい。　

　

ｂ．法人の投資者に対する課税

［平成25年１月１日から平成25年12月31日までの間］

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時

および償還時の個別元本超過額については、7.147％（所得税7.147％、地方税の源泉徴収はあり

ません。）の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象

となりますが、益金不算入制度の適用はありません。

　

［平成26年１月１日以降］

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時

および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％、地方税の源泉徴収はあ

りません。）の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対

象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。

　
※　なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

※　課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】

ファンドの運用は平成25年９月12日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項は

ありません。

　

　

（参考情報）

運用実績（有価証券届出書提出日現在）

［基準価額・純資産の推移］

該当事項はありません。

　

［分配の推移］

該当事項はありません。

　

［主要な資産の状況］

該当事項はありません。

　

［年間収益率の推移］

　

※上記はベンチマークの年間収益率の推移です。

　

※ベンチマークはあくまでも参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

※運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。　

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページにて開示する予定です。
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第２【管理及び運営】
　

１【申込（販売）手続等】

(1）申込方法

受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の

取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申

込書を提出します。

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後

無手数料で再投資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。

「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって

契約を締結します。

取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせくだ

さい。

投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関

等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われ

ます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の

増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権につい

て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関

への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法

の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託

契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については

追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通

知を行います。

　

(2）申込期間

当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等で

お受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。

　

(3）受付時間

①　当初申込期間

当初申込期間の最終日（平成25年９月11日）の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の

事務手続きが完了したものを申込受付分とします。
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②　継続申込期間

購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、

受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受

付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：　03－6703－4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）

ホームページアドレス：　http://www.blackrock.co.jp

　

(4）購入不可日

以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けませ

ん。詳細は販売会社にお問い合わせください。

・オーストラリア証券取引所の休場日

・シドニーの銀行の休業日

　

(5）購入単位

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き

後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお

問い合わせください。

　

(6）購入価額

①　当初申込期間：１口当り１円

②　継続申込期間：購入受付日の翌営業日の基準価額とします。

　

(7）購入時手数料

ありません。

　

(8）購入代金のお支払い

ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会

社に支払うものとします。

　

(9）購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた

購入の受付を取り消すことがあります。
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２【換金（解約）手続等】

(1）換金の申込と受付

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が

換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受

付は、午後３時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。

詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いと

します。

　

(2）換金単位

換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

　

(3）換金不可日

以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金は受付けませ

ん。詳細は販売会社にお問い合わせください。

・オーストラリア証券取引所の休場日

・シドニーの銀行の休業日

　

(4）換金価額

換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の

基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ること

ができます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03－6703－4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）

　

(5）換金受付の制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限を設ける場合があります。

　

(6）換金代金の支払い

換金代金は原則として換金受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いしま

す。

　

(7）換金の受付中止および取消

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他

やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込

の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止

以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合

には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
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３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま

す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額

から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数

で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」と

いいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国に

おける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則とし

て、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

基準価額（１万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記

に問い合わせることにより知ることができます。

また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。

ファンド名は「ｉｍ豪州債」と省略されて記載されております。

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

外国債券：原則として、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する金額（売気配相場を除く。）

または価格情報会社の提供する価額で評価します。

投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所にお

ける計算日の最終相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知り

うる直近の最終相場）で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一

種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日

の純資産価格）で評価します。

　

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03－6703－4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp

　

（２）【保管】

該当事項はありません。

　

（３）【信託期間】

この信託の期間は、平成25年９月12日から平成40年８月２日までとします。ただし、委託会社は、信

託期間満了前に信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託

期間を延長することができます。

　

（４）【計算期間】

計算期間は、毎年８月３日から翌年８月２日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期

間は、平成25年９月12日から平成26年８月４日までとします。計算期間終了日に該当する日が休業日

のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの

とします。
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（５）【その他】

①　ファンドの償還条件等

ａ．委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると

認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンド

を償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨

を監督官庁に届け出ます。

　

ｂ．委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と

合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらか

じめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

　

ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、書面による決議（以下「書面決議」といいま

す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由

などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対

し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

　

ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権

が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい

る投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するも

のとみなします。

　

ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の半数以上であって、当該投資者の

議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

　

ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該

提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表

示をしたときには適用しません。

　

ｇ．委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファン

ドを償還させます。

　

ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社はこのファンドを償還させます。

　

ｉ．ｈ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会

社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｂ．」に規定する書面決議

が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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ｊ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任

務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会

社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任

した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が

新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

　

②　信託約款の変更

ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合

（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう

とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方

法によって変更することができないものとします。

　

ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合

に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お

よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れてい

る投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

　

ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権

が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい

る投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するも

のとみなします。

　

ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の半数以上であって、当該投資者の

議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

　

ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。

　

ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、

当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意

思表示をしたときには適用しません。

　

ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場

合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が

否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｆ．

の規定にしたがいます。

　

③　信託事務の委託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株

式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契

約書類に基づいて所定の事務を行います。

　

④　運用報告書の作成

毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載

した「運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住

所にお届けいたします。

　

⑤　関係法人との契約の更改等に関する手続き

ａ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いず

れからも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱

いについてもこれと同様です。

　

ｂ．「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は１年とし、委託会社または投資顧問会社から

書面による契約終了の申出がない限り、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱

いについてもこれと同様です。　

　

ｃ．「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておら

ず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも（ただし、有価証

券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により）終了させるこ

とができます。

　

⑥　公告

委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.blackrock.co.jp

ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
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４【受益者の権利等】

当ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。

(1）収益分配金受領権

投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有しま

す。

＜一般コース＞

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計

算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分

配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。ま

た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販

売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお

支払いを開始します。

投資者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払い請求を行わない場合はその権利を

失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

　

＜累積投資コース＞

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了

日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。

販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権

の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま

す。

　

(2）償還金受領権

投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５

営業日以内）に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還

日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定され

た受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原

則として投資者とします。）にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の

口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行われます。

償還金の支払いは、販売会社において行います。

投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、

委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
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(3）受益権の換金請求権

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。

換金代金は、換金受付日から起算して、原則として５営業日目から投資者に支払います。

換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に

係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申

請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載

または記録が行われます。

　

(4）反対者の買取請求権

ファンドの償還または重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該換金または重大

な約款の変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって

買取るべき旨を請求することができます。

　

(5）帳簿書類の閲覧または謄写の請求権

投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧また

は謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
　

１【財務諸表】

当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行います。監査証明を受けたファンドの財務諸表は有価

証券報告書に記載されますが、当ファンドの有価証券報告書の提出は法令の定めるところにより計算

期毎になされます。

委託会社はファンドの信託財産に係る財務諸表を「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（昭和38年大蔵省令第59号）及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成します。

ファンドの運用は平成25年９月12日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項

はありません。

　

　

２【ファンドの現況】

ファンドの運用は平成25年９月12日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項

はありません。
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
　

１　受益証券の名義書換え等

該当事項はありません。

　

２　受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成していません。

　

３　投資者に対する特典

該当事項はありません。

　

４　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。

　

５　受益証券の再発行

投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券

から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券

の再発行の請求を行わないものとします。

　

６　受益権の譲渡

①　投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す

るものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振

替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規

定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す

るものとします。

③　①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい

る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい

て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振

替停止期間を設けることができます。

　

７　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す

ることができません。
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８　受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに

したがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

　

９　償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以

前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益

権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として

投資者とします。）に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して

委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申

請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま

たは記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ

月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。

　

10　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、換金の受付、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法

令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
　

第１【委託会社等の概況】
　

１【委託会社等の概況】

(1）資本金の額等

①資本金　　　　　　　　2,435,000千円

　

②発行する株式の総数　　36,000株

　

③発行済株式の総数　　　10,158株

　

④直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

平成23年３月１日付で、資本金を金485,000千円から2,435,000千円に増額しました。

　

(2）委託会社の機構

①経営の意思決定機構

＜株主総会＞

株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、

定款の変更等、会社法及び定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。

　

＜取締役会＞

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。

　

＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築及び業務運営の推進を目的として、エグ

ゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営及び責任体

制の確立を図っています。

　

②運用の意思決定機構

投資委員会

・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を

審議します。

　

運用担当部署

・各運用担当部署では、投資委員会の決定に従い、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の

投資プロセスを通して運用を行います。
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ポートフォリオ・マネジャー

・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する

指図を行います。

　

リスク管理

・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なって

おります。具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分

析、投資制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致し

ていることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有

しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なって

おります。

　

　

　

２【事業の内容及び営業の概況】

　

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取

引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法

に定める投資助言業務ならびに有価証券の売買の媒介および有価証券の募集に関する第一種金融商品

取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は平成25年５月末現在、以下の通りです。（親投資信託を除きます。

）

　
種類 本数 純資産総額

公募投資信託 追加型株式投資信託 28本 201,102百万円
　 単位型株式投資信託 ２本 21,761百万円
私募投資信託 　 77本 2,002,934百万円

合計 107本 2,225,796百万円
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３【委託会社等の経理状況】

　

１．財務諸表の作成方法について

　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）第2条及び

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成し

ております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度（自平成24年4月1日　

至平成25年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま

す。

　

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)

　 　
第25期

(平成24年3月31日現在)
第26期

(平成25年3月31日現在)
資産の部 　 　 　
流動資産 　 　 　
現金・預金 ※３ 7,980 5,755
立替金 　 4 6
前払費用 　 113 113
未収入金 ※２ 29 1,001
未収委託者報酬 　 880 1,208
未収運用受託報酬 　 2,590 2,566
未収収益 ※２ 633 1,329
未収還付法人税等 　 79 -
繰延税金資産 　 388 373
その他流動資産 　 4 4
流動資産計 　 12,706 12,359

固定資産 　 　 　
有形固定資産 　 　 　
建物附属設備 ※１ 1,847 1,688
器具備品 ※１ 605 479
有形固定資産計 　 2,453 2,168

無形固定資産 　 　 　
ソフトウエア 　 17 10
のれん 　 2,214 1,582
クライアント・リレーションシップ資産 　 1,073 766
その他の無形固定資産 　 3 3
無形固定資産計 　 3,309 2,363

投資その他の資産 　 　 　
長期差入保証金 　 972 958
長期前払費用 　 52 43
長期未収入金 　 - 207
繰延税金資産 　 774 387
投資その他の資産計 　 1,799 1,596

固定資産計 　 7,562 6,128
資産合計 　 20,268 18,488
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(単位：百万円)

　 　
第25期

(平成24年3月31日現在)
第26期

(平成25年3月31日現在)
負債の部 　 　 　
流動負債 　 　 　
預り金 　 70 71
未払収益分配金 　 1 1
未払償還金 　 77 76
未払手数料 　 328 433
その他未払金 　 11 6
未払費用 ※２ 889 1,160
未払消費税等 　 14 38
未払法人税等 　 - 200
賞与引当金 　 352 343
役員賞与引当金 　 26 23
早期退職慰労引当金 　 69 75
流動負債計 　 1,839 2,432

固定負債 　 　 　
長期借入金 　 5,237 2,737
退職給付引当金 　 44 12
資産除去債務 　 240 244
固定負債計 　 5,522 2,994

負債合計 　 7,362 5,426

　 　 　 　
純資産の部 　 　 　
株主資本 　 　 　
資本金 　 2,435 2,435
資本剰余金 　 　 　
資本準備金 　 2,316 2,316
その他資本剰余金 　 3,846 3,846
資本剰余金合計 　 6,162 6,162

利益剰余金 　 　 　
利益準備金 　 336 336
その他利益剰余金 　 　 　
繰越利益剰余金 　 3,972 4,128

利益剰余金合計 　 4,308 4,464
株主資本合計 　 12,906 13,062

純資産合計 　 12,906 13,062
負債・純資産合計 　 20,268 18,488
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（２）【損益計算書】

(単位：百万円)

　 　
第25期

(自　平成23年4月1日
至　平成24年3月31日)

第26期
(自　平成24年4月1日
至　平成25年3月31日)

営業収益 　 　 　
委託者報酬 　 4,207 3,991
運用受託報酬 　 7,952 7,018
その他営業収益 　 4,287 5,598
営業収益計 　 16,448 16,608

営業費用 　 　 　
支払手数料 　 1,370 1,388
広告宣伝費 　 218 215
公告費 　 12 2
調査費 　 　 　
調査費 　 399 344
委託調査費 　 2,523 2,718
調査費計 　 2,922 3,062

委託計算費 　 131 125
営業雑経費 　 　 　
通信費 　 77 68
印刷費 　 80 73
諸会費 　 24 24
営業雑経費計 　 183 165
営業費用計 　 4,839 4,959

一般管理費 　 　 　
給料 　 　 　
役員報酬 　 268 224
給料・手当 　 3,566 3,304
賞与 　 1,804 2,007
給料計 　 5,640 5,536

退職給付費用 　 267 253
福利厚生費 　 691 620
事務委託費 　 1,002 1,015
交際費 　 31 45
寄付金 　 2 3
旅費交通費 　 168 184
租税公課 　 113 95
不動産賃借料 　 964 700
水道光熱費 　 99 99
固定資産減価償却費 　 329 300
のれん償却費 　 736 632
クライアント・リレーションシップ資産償却費 　 306 306
資産除去債務利息費用 　 3 3
諸経費 　 313 312
一般管理費計 　 10,672 10,110
営業利益 　 936 1,537
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(単位：百万円)

　 　
第25期

(自　平成23年4月1日
至　平成24年3月31日)

第26期
(自　平成24年4月1日
至　平成25年3月31日)

営業外収益 　 　 　
為替差益 　 - 25
還付加算金等 　 0 2
雑益 　 53 11
営業外収益計 　 53 39

営業外費用 　 　 　
支払利息 　 172 115
為替差損 　 4 -
固定資産除却損 　 3 6
雑損 　 - 27
営業外費用計 　 180 149

経常利益 　 810 1,428
特別利益 　 　 　
抱合せ株式消滅差益 　 159 -
特別利益計 　 159 -

特別損失 　 　 　
特別退職金 　 389 246
事務過誤取引損 　 - 445
特別損失計 　 389 692

税引前当期純利益 　 579 736
法人税、住民税及び事業税 　 2 177
法人税等調整額 　 613 402
当期純利益又は当期純損失（△） 　 △36 156
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（３）【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

　 　
第25期

(自　平成23年4月1日
至　平成24年3月31日)

第26期
(自　平成24年4月1日
至　平成25年3月31日)

株主資本 　 　 　
資本金 　 　 　
当期首残高 　 2,435 2,435
当期末残高 　 2,435 2,435

資本剰余金 　 　 　
資本準備金 　 　 　
当期首残高 　 2,316 2,316
当期末残高 　 2,316 2,316

その他資本剰余金 　 　 　
当期首残高 　 3,846 3,846
当期末残高 　 3,846 3,846

資本剰余金合計 　 　 　
当期首残高 　 6,162 6,162
当期末残高 　 6,162 6,162

利益剰余金 　 　 　
利益準備金 　 　 　
当期首残高 　 336 336
当期末残高 　 336 336

その他利益剰余金 　 　 　
繰越利益剰余金 　 　 　
当期首残高 　 4,008 3,972
当期変動額 　 　 　
当期純利益又は当期純損失（△） 　 △36 156
当期変動額合計 　 △36 156

当期末残高 　 3,972 4,128
利益剰余金合計 　 　 　
当期首残高 　 4,345 4,308
当期変動額 　 　 　
当期純利益又は当期純損失（△） 　 △36 156
当期変動額合計 　 △36 156

当期末残高 　 4,308 4,464
株主資本合計 　 　 　
当期首残高 　 12,942 12,906
当期変動額 　 　 　
当期純利益又は当期純損失（△） 　 △36 156
当期変動額合計 　 △36 156

当期末残高 　 12,906 13,062
純資産合計 　 　 　
当期首残高 　 12,942 12,906
当期変動額 　 　 　
当期純利益又は当期純損失（△） 　 △36 156
当期変動額合計 　 △36 156

当期末残高 　 12,906 13,062
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[重要な会計方針]

1.　　固定資産の減価償却方法

(1) 　有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。

　

(2) 　無形固定資産

ソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

のれん及びクライアント・リレーションシップ資産の償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基

づく定額法によっております。

　

2.　　引当金の計上基準

(1) 　退職給付引当金の計上方法

①　　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているた

め、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

　

②　　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。

　

③　　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を

付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を

計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして

おります。

　

(2) 　賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

　

(3) 　役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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(4) 　早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

　

3.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

　

4.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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[注記事項]

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 前事業年度 当事業年度

　 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

建物附属設備 445　百万円 608　百万円

器具備品 550　百万円 661　百万円

　

※２　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　 前事業年度 当事業年度

　 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

金銭債権 295　百万円 625　百万円

金銭債務 106　百万円 204　百万円

　

※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行（前事業年度においては、取引銀行１行）と当座貸越契約

を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

　 前事業年度 当事業年度

　 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

当座貸越極度額 500　百万円 1,000　百万円

借入実行残高 － －

差引額 500　百万円 1,000　百万円

　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

　 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158

　

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

　 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158

　

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

該当事項はありません。

　

（金融商品関係）

1.　　金融商品の状況に関する事項

(1) 　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に限

定しています。

　

(2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関

しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理

する体制をしいております。

営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。

長期借入金は主に運転資金及び過去における経営統合時に必要とされた資金調達です。変動金利の借入金は、金

利の変動リスクに晒されていますが、借入先が全て関連当事者となっており、そのリスクは当ブラックロック・

グループ全体で管理されております。

営業債務や借入金は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理し

ております。
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2.　　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　

前事業年度　（平成24年3月31日）

　 貸借対照表計上額 時価 差額

　 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 7,980 7,980 －

(2)　立替金 4 4 －

(3)　未収入金 29 29 －

(4)　未収委託者報酬 880 880 －

(5)　未収運用受託報酬 2,590 2,590 －

(6)　未収収益 633 633 －

(7)　未収還付法人税等 79 79 －

(8)　長期差入保証金 972 925 △46

資産計 13,171 13,125 △46

(1)　預り金 70 70 －

(2)　未払収益分配金 1 1 －

(3)　未払償還金 77 77 －

(4)　未払手数料 328 328 －

(5)　その他未払金 11 11 －

(6)　未払費用 889 889 －

(7)　未払消費税等 14 14 －

(9)　長期借入金 5,237 5,629 391

負債計 6,628 7,020 391
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当事業年度　（平成25年3月31日）

　 貸借対照表計上額 時価 差額

　 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 5,755 5,755 －

(2)　立替金 6 6 －

(3)　未収入金 1,001 1,001 －

(4)　未収委託者報酬 1,208 1,208 －

(5)　未収運用受託報酬 2,566 2,566 －

(6)　未収収益 1,329 1,329 －

(8)　長期差入保証金 958 935 △23

(9)　長期未収入金 207 207 －

資産計 13,034 13,011 △23

(1)　預り金 71 71 －

(2)　未払収益分配金 1 1 －

(3)　未払償還金 76 76 －

(4)　未払手数料 433 433 －

(5)　その他未払金 6 6 －

(6)　未払費用 1,160 1,160 －

(7)　未払消費税等 38 38 －

(8)　未払法人税等 200 200 －

(9)　長期借入金 2,737 3,118 381

負債計 4,726 5,108 381

　
(注1) 　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1) 現金・預金、(2) 立替金、(3) 未収入金、(4) 未収委託者報酬、(5) 未収運用受託報酬、(6) 未収収益及び(7) 未収還

付法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

　
(8) 長期差入保証金

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されている

円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均残存

勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっ

ています。

　
(9) 長期未収入金

長期未収入金の時価については、期末日時点の回収見込額等により算定しております。

　
負　債

(1) 預り金、(2) 未払収益分配金、(3)未払償還金、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6) 未払費用、(7) 未払消費税等及

び(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(9) 長期借入金

長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引

いて算定する方法によっています。

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっ

ていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。

　
(注2) 　長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成24年3月31日）

　 1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超

　 　 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 　
　 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

長期借入金 － － － － － 5,237

合計 － － － － － 5,237

　
当事業年度（平成25年3月31日）

　 1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超

　 　 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 　
　 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

長期借入金 － － － － － 2,737

合計 － － － － － 2,737

　

（デリバティブ取引関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

該当事項はありません。

　

（退職給付関係）

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有して

います。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパ

ン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平成23年1

月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・

バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有していま

す。
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2.　　退職給付債務に関する事項

（単位：百万円）

　 前事業年度 当事業年度

　 （平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

(1) 退職給付債務 △1,618 △1,541

(2) 年金資産 1,592 1,710

(3) 未積立退職給付債務 △25 168

(4) 未認識過去勤務債務 △43 △38

(5) 未認識数理計算上の差異 23 △141

(6) 退職給付引当金 △44 △12

　

3.　　退職給付費用に関する事項

（単位：百万円）

　 前事業年度 当事業年度

　 (自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

　 至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

(1) 勤務費用等 226 216

(2) 利息費用 27 17

(3) 期待運用収益 △28 △31

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △4 △4

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 △10 1

(6) 確定拠出年金に係る要拠出額 57 54

　　退職給付費用合計 267 253

(7) 特別退職金 389 246

　　合計 657 499

　

4.　　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 　退職給付見込額の期間配分方法

ポイント基準

　

(2) 　割引率

前事業年度 当事業年度

(自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

1.1％ 1.0％
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(3) 　期待運用収益率

前事業年度 当事業年度

(自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

2.1％ 2.0％

　

(4) 　過去勤務債務の額の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。

　

(5) 　数理計算上の差異の処理年数

発生の翌事業年度から9年で処理しております。
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（税効果会計関係）

1.　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 前事業年度 当事業年度

　 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

繰延税金資産 　　 　　

税務上の繰越欠損金 1,085百万円 443百万円

未払費用 223〃 197〃

損金計上事務過誤取引 －〃 168〃

賞与引当金 133〃 125〃

資産除去債務 85〃 87〃

早期退職慰労引当金 26〃 28〃

退職給付引当金 17〃 16〃

有形固定資産 40〃 12〃

無形固定資産 6〃 4〃

その他 5〃 25〃

繰延税金資産合計 1,625〃 1,110〃

繰延税金負債 　　 　　

無形固定資産 △404〃 △287〃

資産除去債務に対応する除去費用 △56〃 △47〃

退職給付引当金 －〃 △12〃

その他 △1〃 △3〃

繰延税金負債合計 △462〃 △350〃

繰延税金資産の純額 1,162〃 760〃

　
（注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。

　 前事業年度 当事業年度

　 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

流動資産－繰延税金資産 388百万円 373百万円

固定資産－繰延税金資産 774〃 387〃
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2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　 前事業年度 当事業年度

　 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

法定実効税率 41.0％ 38.0％

（調整） 　　 　　

交際費等永久に損金に算入されない項目 13.1〃 9.2〃

損金不算入ののれん償却額 44.7〃 32.7〃

抱合せ株式消滅差益 △11.3〃 －〃

住民税均等割 0.4〃 0.3〃

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 17.9〃 －〃

その他 0.3〃 △1.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 106.2％ 78.8％

　

（企業結合等関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

（共通支配下の取引等）

1.　　取引の概要

(1) 　結合当事企業の名称

結合企業：ブラックロック・ジャパン株式会社

被結合企業：ブラックロック証券株式会社（以下、「BSC」という。）

(2) 　主な事業内容

第一種金融商品取引業

(3) 　企業結合日

平成23年4月1日

(4) 　企業結合の法的形式

当社を吸収合併存続会社とし、BSCを吸収合併消滅会社としました。

(5) 　結合後企業の名称

ブラックロック・ジャパン株式会社

(6) 　取引の目的を含む取引の概要

当社はグループ内における再編の一環として、平成23年2月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき、平成23年4

月1日付で当社を吸収合併存続会社とし、100％子会社であるBSCを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行いまし

た。なお、本吸収合併の効力発生時点においてBSCの株主は当社のみとなっていることから、本吸収合併に際して、

当社はBSCに対して、株式その他の金銭等の対価を交付しておりません。

　

2.　　実施した会計処理の概要

本取引は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取

引として処理しております。
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当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.　　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

　

2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間10年と見積り、割引率は1.5%を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。

　

3.　　当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

　 前事業年度 当事業年度

　 (自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

　 至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

期首残高 237 240

時の経過による調整額 3 3

期末残高 240 244

　

（セグメント情報等）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

2.　　関連情報

(1)　 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

　 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 4,207 7,952 4,287 16,448

　

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

12,063 3,092 1,292 16,448

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

63/73



②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

　

(3) 　主要な顧客ごとの情報

政府系機関に対するものを除き、営業収益の10%以上を占める主要な顧客に該当するものはありません。

　

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

　

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

　

当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

　 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 3,991 7,018 5,598 16,608

　

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

10,991 4,445 1,171 16,608

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。
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(3) 　主要な顧客ごとの情報

政府系機関に対するものを除き、営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
1,865 投資運用業

　

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

　

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

　

（関連当事者情報）

1.　　関連当事者との取引

　財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度　（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
ブラックロック・ファ
イナンシャル・マネジ
メント・インク

米国
ニュー
ヨーク州

9,889
百万
米ドル

投資
顧問業

(被所有)
間接
100

投資顧問
契約の
再委任等

運用
受託報酬

0
未収収益 282

受入
手数料

1,403

委託
調査費

1,047
未払費用 106

事務
委託費

111

　

当事業年度　（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
ブラックロック・
インク

米国
ニュー
ヨーク州

2百万
米ドル

資産運用会社等の
事業の支配・管理

(被所有)
間接
100

グローバル
契約の締結

保険金
の受取

229未収入金 229

親会社

ブラックロック・
ファイナンシャル・
マネジメント・イン
ク

米国
ニュー
ヨーク州

9,429
百万
米ドル

投資
顧問業

(被所有)
間接
100

投資顧問
契約の
再委任等

運用
受託報酬

0
未収収益 381

受入
手数料

1,865

委託
調査費

379
未払費用 204

事務
委託費

125
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(2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度　（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
ブラックロック
証券(株)

東京都
千代田区

1億
5千5万円

第一種
金融商品
取引業

所有
直接
100

吸収合併
消滅会社

吸収合併

承継資産
合計:846

－ －
承継負債
合計:387

　

当事業年度　（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

該当事項はありません。

　

(3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度　（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロック・
ルックス・フィン
コ・S.a.r.l.

ルクセン
ブルグ
大公国
ルクセン
ブルグ市

10万
米ドル

資産運用会社等
の事業の支配・

管理
なし

ローン
借入

資金
の返済

1,100
長期
借入金

5,237

支払利息 172未払利息 －

　

当事業年度　（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロック
(シンガポール)
リミテッド

シンガ
ポール

2百万
シンガ
ポール
ドル

投資
顧問業

なし
運用権限の
再委託等

費用
の立替

734未収入金 734

受入手数料 83未収収益 9

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロック・イ
ンスティテューショ
ナル・トラスト・カ
ンパニー、エヌ、エ
イ.

米国
カリフォ
ルニア州

150万
米ドル

投資
顧問業

なし
運用権限の
再委託等

運用
受託報酬

61
未収収益 482

受入手数料 1,152
委託調査費 874

未払費用 123
事務委託費 48

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロック・
ルック
ス・フィンコ・S.a.
r.l.

ルクセン
ブルグ
大公国
ルクセン
ブルグ市

2百万
米ドル

資産運用会社
等の事業の支
配・管理

なし
ローン
借入

資金
の返済

2,500
長期
借入金

2,737

支払利息 115未払利息 －

（注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(5) 保険金の受取条件については、一般取引条件と同様に決定しております。

(6) 子会社との吸収合併については、共通支配下の取引として算定された額を計上しております。

(7) 支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

(8) 費用の立替の支払条件については、一般取引条件と同様に決定しております。

(9) 長期借入金の期末残高は劣後特約付借入金に係るものであります。
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2.　　親会社に関する注記

(1) 　親会社情報

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）

　

（１株当たり情報）

　 前事業年度 当事業年度

　 (自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

　 至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

１株当たり純資産額 1,270,562円 50銭 1,285,919円 88銭

１株当たり当期純利益金額

又は当期純損失金額（△）
△3,570円 78銭 15,357円 37銭

（注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度 当事業年度

(自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

当期純利益

又は当期純損失（△）
（百万円） △36 156

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益

又は当期純損失（△）
（百万円） △36 156

普通株式の期中平均株式数 （株） 10,158 10,158
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４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

が禁止されています。

(1）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ

がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若

しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商

品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係

を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以

下(4)(5)において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ

とその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者

をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

(4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運

用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5）上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業

の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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５【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

変更年月日 変更事項

平成19年９月18日 証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資

顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行いました。

平成19年９月30日 商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のため、定

款変更を行いました。

平成19年９月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。

平成19年12月27日事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。

平成20年７月１日 グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会

社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。

平成20年７月１日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。

平成21年６月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。

平成21年12月２日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行いまし

た。

平成23年４月１日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更お

よび資本金の額の変更を行いました。
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第２【その他の関係法人の概況】
　

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1）受託会社

・名称 ：みずほ信託銀行株式会社

・資本金の額 ：247,231百万円（平成25年３月末現在）

・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

　

＜再信託受託会社の概要＞

・名称 ：資産管理サービス信託銀行株式会社

・資本金の額 ：50,000百万円（平成25年３月末現在）

・業務の概要 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律に基づき信託業務を営んでいます。

・再信託の目的 ：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社か

ら再信託受託会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原

信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

　

(2）販売会社

　

名称
資本金の額（百万円）
（平成25年３月末現在）

事業の内容

株式会社みずほ銀行 700,000
銀行法に基づき、銀行業を営んでおりま
す。

みずほ証券株式会社 125,167
金融商品取引法に基づき、第一種金融商
品取引業を営んでおります。

　

(3）投資顧問会社

・名称 ：ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミ

テッド（BlackRock Investment Management (Australia) Limited）

・資本金の額 ：89百万豪ドル（円貨換算
＊
　8,682百万円、平成25年３月末現在）

＊　豪ドルの円換算は、平成25年３月末現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買

相場の仲値（１豪ドル＝97.93円）によります。

・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。

　

・名称 ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．

エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）

・資本金の額 ：1,500,000米ドル（円貨換算
＊
　141百万円、平成25年３月末現在）

＊　米ドルの円換算は、平成25年３月末現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売

買相場の仲値（１米ドル＝94.05円）によります。

・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。
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２【関係業務の概要】

(1）受託会社

受託会社（受託者）として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する

外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

　

(2）販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金

の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

　

(3）投資顧問会社

当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委

託を受けて運用の指図を行っています。

　

３【資本関係】

(1）受託会社

該当事項はありません。

　

(2）販売会社

該当事項はありません。

　

(3）投資顧問会社

当社、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッドおよび

ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．の最終的な親

会社は、ブラックロック・インクです。
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第３【その他】
　

１　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1）委託会社等の情報

①　委託会社名

②　金融商品取引業者登録番号

③　設立年月日

④　資本金

⑤　当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額

⑥　「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨

(2）受託会社に関する情報

受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨

(3）詳細情報の入手方法

詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。

①　委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等

②　請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨

(4）交付目論見書の使用開始日

(5）届出の効力に関する事項

金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれ

かの内容を記載します。

①　届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

②　届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

(6）その他の記載事項

①　商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法

律第198号、以下「投信法」という。）に基づき事前に投資者の意向を確認する旨

②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

③　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に

はその旨の記録をしておくべきである旨

④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

　

２　交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング

・オフ）の適用がない旨を記載します。

　

３　目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

　

４　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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　 独立監査人の監査報告書　
　
　

　平成２５年６月１４日
　
ブラックロック・ジャパン株式会社　

取　　 締　　 役　　 会 御中

　
　

　

　 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　

　 　
指定有限責任社員

　
業務執行社員

　 公認会計士 川　　 本　　 修　　 司 印 　

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　
指定有限責任社員

　
業務執行社員

　 公認会計士 若　　 林　　 亜　　 希 印 　

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の平成２４年４月１日から平成２
５年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
　
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財
務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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